
５号認定 売上高要件（イ）フローチャート（事業所の業種が指定業種であることが前提です） 

① 対象期間の指定業種の売上高が 
対象期間の企業全体の売上高の 
５％以上を占めている。 

②対象期間の指定業種の売上高が 
前年同期の指定業種の売上高と比較して 
5％以上減少している 
（すべて指定業種の場合は YES③へ ） 

⑦対象外 

⑤天災またはやむを得ない事情により 
前年同期の指定業種の月平均売上高が 
事情の生じた年度または直前の年度の 
指定業種の月平均売上高と比較し 
20％以上減少している。 

③対象期間の企業全体の売上高が 
前年同期の企業全体の売上高と比較して 
5％以上減少している 

⑥天災またはやむを得ない事情により 
前年同期の企業全体の月平均売上高が 
事情の生じた年度または直前の年度の 
企業全体の月平均売上高と比較し 
20％以上減少している。 

⑧対象外 

④対象 

YES ②へ 

YES ③へ 

YES ④へ 

NO ⑦へ 

NO ⑤へ 

NO ⑤へ 

NO ⑧へ 

NO ⑦へ 

YES ⑥へ 

YES ⑨へ 

⑨対象期間の指定業種の売上高が 
前年以前同期の指定業種の売上高と比較
して 5％以上減少している 
（すべて指定業種の場合は YES⑩へ ） NO ⑧へ YES ⑩へ 

⑩対象期間の企業全体の売上高が 
前年以前同期の企業全体の売上高と比較
して 5％以上減少している 

⑪対象外 
NO ⑪へ 

※対象期間…最近のいずれか連続した３か月 

YES ④へ 


